
清 代 回 彊 の 交 通 事 情

軍 台 と辛倫 を中心 と して

堀 直

は じ め に

本 稿 は,清 朝 支配期 の新彊(1760～1860)と りわ けその南 部す なわ ち回彊 の交 通

事情 にっ いて若干 の史 実を解 明す ることを 目的 として い る。紙数 の制限 や史料 の偏在 の故

に,清 朝の 「政策 」を中心 に論 じるこ とにな って しま ったが,交 易 活動が重視 され る当該

J/'1.一会の歴 史 を考 察す る上で,道 路行 政 な どが実際 にはあ ま り論及 されて いない テーマで あ

った ことを考 えれ ば,少 しは今後 の研究 の進展 に寄 与す るので はないか と考 えて い る。

一
,清 朝 の支 配 と軍 台

1

清 朝の新 彊支配 の諸政策 の うちの交通 行政 を規定 す る条件 ・背景 にまず言 及 してお こう。

清 の新 彊統 治は,そ の動機 か らして本 来 は軍 事的 ・消極 的 なもので あ った。 っ ま り,モ

ンゴ リァ,華 北 を脅 かす勢力 を排除 しっづ けた結果,遊 牧 ジュ ンガル の撃滅 に至 った ので

あ った。そ して,新 た に清 朝の治下 に編入 され た新 彊 は,西 南 北の三方 を 「外夷 」 に囲 ま

れ,唯 一一中国本 地 に接す る東 部 に も,人1-i稀 薄 な不毛 の ゴビ灘 が,大 きな阻外 条件 として

存在 して いた。

この 困難 な地政条 件 を克 服 し,新 彊征 服の本 来 の 口的を貫徹 す る為 に,清 朝が採 用 した

方法 は,南 部の人n密 集地回 彊の門接 支配 と,北 部の ジュ ンガル故 地(天 山以北 の地)へ

の 守備兵 力の集 中 との2点 を特 色 と して いた。清 朝の新彊守 備fr力 は,総 数 で約45,000/x',

程 であ ったが,そ の うち,ハ ミ ・トゥル ファ ンを 含む同彊地 域 には,わ ず か に6,900名 程
O

が配置されていたに過 ぎない。これ は,再 び遊牧ジュンガルの様な危険な勢力が発生する

のを妨 ぐと同時 に,異 質な文化圏である回彊をば深入 りせずに,清 の領域の内にとどめて

お くべ く為 に案出された最も経済的な方策であったと言え る。っま り,異 質な文化圏であ

る回彊を現地出身の伯克 による門接の統治に委ねなが らも,軍l!舶 勺な抑止力を,再 びジュ

ンガルのような危険な勢力が発生するのを妨 ぐ意味 も兼ねて,ジ ュ ンガルの故地 に配置し

0
たわ けであ る。そ して,新 彊全 体 の政治的軍 抑 勺中心 は,当 然の ことなが ら,北 部の イ リ
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に定められ,こ こに新彊統治を総括する総統伊型等庭将軍が設け られたのであった。

2

さて,上 述のような背景か らみて,回 彊と新彊北部との連絡が,清 朝の回彊統治の為の

重要なポイン トであったことが理解 される。その為の具休的な施策が,軍 用道路の設定と

軍台の設置であった。

道路についてみてみれば,軍 事的 ・政治的中心たるイ リと巾国本土 との連絡路を中心に

して,回 彊の首要都市(南 路八城)を 結びっけており,こ れを図表化すれば下図の如 きも

のになる。

(新彊の幹線概念図一1760～1860-)
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これ らの諸都市,駐 屯地 を結 ぶ道 路の うちで,注 目され るの は,イ リとア クス ゥを結 ぶ

路で ある。 とい うの は,こ の地域 を征 服 した外来勢カ ー中国王朝一の うちで,遊 牧民 の拠

点で あるイ リを巾心 とす る天山以北 の地 と,農 耕社会で あ るア クス ウ等を含 む天 山以南 の

タ リム盆地 とを一括 して支配で きたのが清 朝だけで あった とい う史実を象徴す る路線 であ

ったか らであ る。 この イ リ～ ア クスウの路 は,途 中に天 山山脈 中の最 高部 を 擁 し,ム ズ
0

(orム ザ ル ト)=ダ バ ン路 と して知 られてい る。古来,天 山を南 北 に結ぶル ー トは数多 く

伝わ って い るが,ル ー トの設定の 目的 や往来 の事情 ・その細 部の明 らか な点や,ル ー トの

維持 に多 くの努力が なされ た事実 の判明す る点 などか らして,こ の ムズ=ダ バ ンの道 こそ,

少 な くとも清 期支配期の,新 彊 の南 北連絡路の大幹線で あ った と言 って よい。

まず このルー ト設定 の 目的 は前述 したが,具 体的 には,北 部駐 屯軍 の官 ・兵 の移動,公

文書 の往来,そ して,回 彊か ら徴収 あ るいは採買 したカザー フとの交易用の棉布 の輸送 等

が この道 を経 由 して行 なわれ た。ルー トの各処 には,後 述 す る軍 台が設 置 され,途 上 の治

安維持 にあた ってお り,夏 季 や冬 期 には一部の路程 を変更 す るな どとい う交通維持 の為 の
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④
配 慮 もな されていた。威 豊11年9月 にイ リ(ク ルジ ャ)城 か ら馬行 して アクス ウに至 った

景廉 の 「泳嶺紀程』 によれば,途 中で休息 した21:_1を 含 めて20日 の行程で あり,約1,300

里程で,途 巾14の 軍台 が配置 されて いた(彼 は軍台 の所在地以外 の地 に1泊 して いる)。

このルー トは何分,イ リと回麗 をほぼ直線で結 んで お り,捷 路の メ リッ トはあ ったが,

その為 にム ズ=ダ バ ンの険を越えねばな らず,峠 道 の維持 と,そ こでの物質の輸送を任務

す るウイグル人を遠 くの居 住地か ら特 に派遣 す る必要 があ った。 また,車 一回彊で普1蜘 勺

に使用 されて いた アルバarbaと い う大 きな二輪車 一の使用がで きず,fly牛 の背 にた よ ら

ね ばな らなか ったのが大 きな欠点 ではあ った。

いずれ にせ よ,清 朝の新彊支配 の元締 めイ リ将軍が回彊掌握 の為 に,情 報 ・人物の往来

の迅速 さを優先 させて設定 したのが このルー トで あ ったとみ なす ことがで き,そ の意味で

は清 朝支配の シンボルの一 っで もあ った。 この ことは1864年 にア クスウの東隣 りクチ ャで

蜂起 したウイグル族の叛乱軍 が,ま ず このム ズ=ダ バ ン路 の沿道 に駐 屯 した清 朝官吏 を襲
⑤

撃,殺 害 して いる事 実が雄弁 に物語 ってい ると言 えよ う。

3

勿 論,先 掲 の付 図に見 られ るよ うに,回 弧 はその東部の トゥル ファ ン ・ハ ミを経て,中

国 内地 目'粛とも連 らなって いた。

この ルー トは,1～2世 紀以来の長 い伝統を持つ,所 謂 シル ク=ロ ー ドの メイ ン ・ルー

トの一 つで あ り,路 程が平坦で行旅 は一清 朝治下の大部分の時 期を通 じて一極めて容 易で

あ った。 このルー トは天山以北の も う一っの行政中心地 ウルムチ と中国本 地 とを結 ぶルー

トと トゥル ファン地方で合流 して いた。

既述 のイ リ～ アクスウの ムズ=ダ バ ン路が清朝の回',1,.+tui支配の為の南北幹線であ った とす

れば この トゥルフ ァン～1†粛 のルー トは,同 じく東西 幹線であ った と言 うことが可能であ
⑥

ろう。

一一体
,回 麗の 自然 は乾燥 を最大 の特 色 とし,山 麓線 に併行す る交通 には,積 雪山脈か ら

生 ず るア フター ヌー ン=フ ロッ ド以外,自 然的阻害条1牛はあま り存在 しない。 この点 に脚

高 のあ る遊 牧騎馬民族 の跳梁及 び前述 のアルバ の普及 の理 由を見 い出 し得 るが,何 にも増

して清 朝の ジュンガル討滅 に象徴 され る人為的 阻害条件のIJiこ除が,こ の伝統的 な東 部天 山

南麓 ルー トを一一層安全 ・確 実な もの としたのは事 実で あ る。

内地 よ り送 られ る銀両等の物資や派遣官吏 ・出稼 ぎの中国入 はこのルー トを利用 し,パ ミ

ール以酉の諸地域か らの 「入貢」使や ,回 彊の伯克官人達 の入4JL・ 朝貢 の団体 も ここを往

0

来 した。回彊諸都市 に駐屯 して いた満州族の高級官僚 と.{ヒ京を直接結 ぶ文,_,:もまた同 じで

あ った。

さて,前 節で一 部は言及 したので あ るが,:,4'.!11の道路行政 の特色 は軍用道路の設定 にあ り,
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それを具現するものは軍台の設置であった。そこで回彊内の諸都市を結ぶ道路網ををも含

めて,軍 台 について述べることにす る。

1760年 代新彊 に,創 設 された軍台 は,軍 事的 ・政治的拠点を連絡す る幹線道路に沿 って
⑧

配置され,河 流の変動等 によって一部の移動 はあったが,1860年 代まで ほぼ同 じ地点 に維

持 され続けた。その後,新 彊が省に改制され,回 彊が軍政か ら民政 に移管され るに至 って

か ら,こ れ らの軍台は駅 と改称 された。後代のことはともか く,こ れ らの諸軍台 は,各 地

の大臣の管轄に属して,そ の地の駐屯緑営兵の一部を分轄駐在 させてお り,そ の数は各軍
10

台 に5・6～7・8名 で あ った。二 っの軍台 に1人 の委 筆帖式 が設 け られてお り,馬14～

16匹,牛2～18隻,車2～4輌 一各軍 台で若干 の差 が あ る一 も置 かれて い た。また,各 軍
D

台 には,「 当差回子」として10戸 ～40戸 のウイグル人が常時配置され,ウ イグル人温伯什
OD

(10戸長)の 指揮下 にあって,軍 台の雑務の樒役 に従事 していた。この軍台当差の徳役 は,

『清実録』等 にしばしば中国内地刑事犯を流刑囚として充当した記事があることか らも判

るように,苦 役であったとみてよい。彼 らは,軍 台周辺での耕作による生計の維持 とは別

に揺役 をも負担 しなければならず,た とえ塩菜銀の支給が制度化 していたとして も,清 朝

支配 によって,最 も圧迫を被った部分だとみてよい。軍台当差の回子が,そ れ故,し ば し

ば叛乱の先陣を切って,軍 台の攻撃を行 ったことは,既 に佐口氏が明 らかにされた事実で
C

ある。1

4

次 に,こ の軍 台駐在 の官兵 の任務 につ いてみてみ よ う。 まず,回 彊統 治の為 の必 要物 資

・人物 ・情 報 の往来 の便 を 図 るのが主 要 な もので あ ったが,そ の他 にも見 逃 せな い任務 が

課 せ られて いた。 それ は,回 彊各地 での人,物 の移動 を監視す る,い わば関所 と して の機

能 を はたす ことで あ った。

1846年 頃,こ の地 を訪 れた アフ メ ッ ド ・シャー ・ナ ク シュバ ンデ ィは,こ の地域で は女
⑮

性 と武 装 した人 は居 住地 か らの移 動 は許 されて いな い と述べ てお り,や や先 行す る時 期 の

伝 聞 として,バ ー ンズが,ブ ハ ー ラーやチベ ッ トか ら来 る商人 はヤール カ ン ド以遠 の地 に
　

赴 くことが 許 されて い なか った と述べ てい るが,こ れ らを,各 道路 の途巾で チェ ック して

いた のがr台 駐在 の官兵 だ ったので あ る。

回彊 地域 内の商業 行為 を対象 として課税 が なか った一少 な くとも制度 的 に は威 豊末 年 ま

で一 こと は数多 くの史料 に述 べ られて い る。それ故,交 通路 上で チ ェ ックす る口的 は,治

安 維持 にあ った。外 国籍 ・中国 内地 よ り来 た人 々及 び,現 地 ウ イグル人 の旅行 には,必 ず

通行 証 の携 帯が 義務 づ け られて いた 。通 行証 は 「路票 」 ・「yolhat」 と呼ばれ てお り,ウ　 画

イグル人の場合 の発行 規則 が 「欽定 回彊則令 』巻8に み えて い る。それ によ ると,ウ イグ

ル人が別 のオ ア シスに赴 く場合 には,所 属 の阿奇木 伯克 を通 じて,所 属 地の大 臣か ら路il/i7J

・ ・
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を請 領 しな けれ ばな らなか った。 この票 には,年 齢 ・容 貌,旅 行 の理 由や行 き先 が害 かれ

て いた 。ただ し,こ の時 期の路 票の現物 には未 だ接 して い ない。 ヤ クー ブニ ベ ク政権 期や

清末 新彊省 あ るいは民 国期の現存す るパ ス ポー トと称す るもの は,お およそ簡単 な もので

あ調 ウイグル人の私1縣 行研 廷由には,「 別城傭工(出 稼 ぎ)・賜 」(漱 定回蜘 」例」

巻8)の 他,巡 礼が掲 げ られ るが,そ の道rいの路票 の検査 の実 際は明 らかで ない。た ま

た ま残 って い る史料が,入 観 伯克 に雇 従 した人 物 の手 にな るか らだ と考 え られ る・ この点,
　

貿 易人 として私 的 な旅行 を したイ ン ド人の記 録が回彊 内の軍 台(ortang)で のパ ス ー一}-°'Jト

のチ ェ ックを伝 えて い る。す なわ ち,先 掲注⑦ で言及 したMirIzzetUllahの 紀行 文で は　
ヤ ー ル カ ン ド～ ヤ ン ギ=ヒ ッ サ ル の 間 に は3個 所 のaurtang(<Ortang,customstation

⑲

と訳 している)が あ るとしている。彼の報告と,ほ ぼ同期の 「回躯通志」の葉爾差～英吉

沙爾の間に置かれた軍台を並記 してみ ると以下の通 りであ る。

葉爾光城

170里

Yarkand

l16yol

KarawulJashaurtang

40yol

Chemlunautang

C50yol

Tussaluhaurtang

i

YangiHissar

一 見 し て
,軍 台 とMirIzzetUllahの 言 うaurteng

ら か で あ る が,彼 は,KarawulDashのaurteng(A.Stein,Serindia,vol.5の 付 図 で は,

ヤ ー ル カ ン ド=オ ア シ ス の 西 端 にKarauljeshと あ る)で,「Yarkandか らKashghar

へ 赴 く者 達 の パ ス ポ ー トが 検 査 ・確 認 さ れ る 」 と 伝 え,ま た 次 のChemlunで も,再 び パ

ス ポ ー トの 検 査 を う け て い る 。 こ れ は,各 オ ア シ ス 間 の 交 通 路 上 の 軍 台 で の 任 務 を 明 記 す

⑳

る 証 言 で あ る と 言 え よ う 。

喀味{」布札 什台

170里

和 色爾塔克 腰台

1100里.

察木倫 台

150里

托 布拉克 台

【70里、

英 吉沙爾 城

(customstation)と の対応 が 明

5

ここまで述 べて くる間,実 は意 図的 に避 けて きた問題が あ る。 そ れ は,軍 川道路 の

「設定 」 とい う表現 を用 いたよ うに,清 の道 路行政 と言って も,道 路を新 た に建 設す ると

い うよ うな もので はな く,既 に利 用 されて いた ルー トを,統 治上 の観 点 か ら幹線 に指 定 し

て い ったに過 ぎなか った。 とす ればそれ 以前 の道路 ・交通 事情 と清 朝の方色策 との検討が 是

非 とも必 要 とな って くる。 これ につ いて,以 下 に,言 及 してみ よ う。
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回彊では道路と言 って も,オ アシス内はともかく,各 オアシスとの間に広がる不毛の荒

野 ・砂漢の存在を考えれば,恒 常的な建築物を意味す るものでは決してない。オアシスを

砂漠の問に入為的な営為によって設立 ・維持されたものと考え,こ れを大海を航海する間
⑳

の拠 点た る島 と結 びつけ,オ アシス=砂 漠 島 と看破 されたの は松 田寿男氏 の卓見 で あ るが,

この見解 は,大 きなオ アシスの間 に点在 し行旅 の為 にのみ開 かれた小 オ アシスについて,

よ り一層 の妥当性 を持っ よ うに思 え る。

　 　

すなわ ち,回 彊 の大 オ アシスの問を結ぶ線上 の各所 には,langar(langar)と 呼 ばれ る

地名 が多 い。 これ につ いて,18世 紀 の一 史料 は次 のよ うに伝えて い る。

郭 壁姑 乏水泉,最 為行 旅牲 蓄之累。回彊大頭 目人等,多 於適中之地,起 蓋 舎屋設立回子

二三戸 或四五戸,給 以 養贈之資,使 之設法,開 渠 引水,以 利済行人 。謂 之曉嘆爾 。内地商

⑳

民貿遷其地者読呼為欄干児。

つまり,ゴ ビ(郭 壁=砂 礫の地)の 中の交通の要路に,ウ イグル人の有力者が行人の便
^⑱

を図 って建設 したのが院鳴爾(langar)な ので あ る。 この旧来 の ラ ンガル にっいては,

湖 って16世 紀 の史料 にも見 え,そ の英訳者 は この語 にmonastery(修 道院)の 訳を与え

てい る。す なわ ち,KushGumbaz(先 出MirIzzestUllahの 伝え るChemlunaurtang
　

とTussaluhaurtangの 中匪胃にあ る)に は1angarす なわ ち修道院が あ り,こ れ には

Shahnaz河 で灌概 された耕地,果 園がvakf(寄 進地)と して付 設 されて い る。そ して,

^⑳

旅人達 は集落 との問 にあ るこのIangarを 利 用す ることがで きると 伝 え ら れ て い る。
　

langarを 宗 教施設 の よ うに記 してあ るの はワクフが付設 されて い るか らで あ ろ うか,あ

るいは,実 際 に人煙を遠 く隔て て修業を重ねて いたムス リムが いたのか も しれな い。 とに
　

か く,こ こで は,既 に1angarが 旅人 の利用 に供 され る宿,駅 的 な設備 その意味 で

は,宗 教機 関がr'eTuを兼ねて いた古代 中国の 「寺」を連想 させ る として登場 して い るこ
　

とが注 目され るのであ る。ユ9世紀初 めの,MirIzzetUllah(P.302)に は,こ の1angar

をPOStの 意味で あ ると注釈 してお り,と 同時 に官馬 が配 置され たStatiOnで もあ り,

このstation3っ が1日 の行程 で あると述べて い る。 この点 につ いては,も う一度,先 に

掲 げたYarkand～YangiHissar問 の道路でみてみ よ う。前掲 の路線の うちのChemlun

aurtangとKarawulJoshaurtangの 問 には,詳 しくみてみれば次 のよ うな地名 が連

らなって いた ことが判 る。す なわち,謝 彬 の 「新彊遊記」(前 掲 注23)P.224に は,察 木倫 荘

一10里 一黒孜 爾駅 一25里 一玉代克欄粁 一15里 一馬雅克吉児格欄 杵一10里 一児代克起欄秤 一

10里 一阿吉児 瓦特(河 色爾駅)一一一30里一土 打阿渾欄杵一10里 一必 格爾満欄粁一ユ0里一巴什 欄

秤(科 科熟瓦駅)と な ってい る。かな り後 の情報で あ り,軍 台 にかわ って駅 が設 け られて

はい るが,察 木倫(Chemlun)台 のあ った黒孜爾 オア シス とヤールカ ン ド=オ ア シスの西端,

科科 熱瓦(特)こ の やや東 にKarawulJosh台 が あった との間ユ20里(Mir
　

IzzetUllahに よ れ ば40yol,『 回 彊 通 志 」 で は170里)の 間 に,存 在 す るlangar(欄
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清代回彊の交通事情
⑳

粁)の 数 は5つ にものぼ って い る。 ここを2日 行 程 の距 離 とす れ ば,MirIzzetUllahの
　

1810年 代の記 述一3っ のlangar(station)が1日 行 程で あ る一 は,今 世紀 において も妥

⑳

当な ものだ ったわ けで あ る。また,19-20jf1_紀 の回彊の諸 ル ー ト,と りわけ清 朝が設定 し

た軍用 道路以外 の ルー ト上 に もこの ランガルが連 らな って い る ことか ら,決 して これ は清

⑳

朝の 手 にな るもので はない ことも明 らかで あ る。

要 す るに,fi`1朝 の手 にな る軍用 道nli'の設 定 と は,旧 来 か ら存在 した ラ ンガルを点在 させ

た諸 ルー トの うちで,そ の統治 に必 要 なルー トの上 に,ほ ぼ1口 行程 の日那1写、著に軍 台 を 置 く
⑳

ことで あ った と規 定す ることがで き るので あ る。で は,こ の軍 台を設 け られ た地点 は,清

によって 初 めて定 め られたの か と言 えば,そ れ も不 自然で あ る。や は り,旧 来 のル ー トーヒ

の1日 行程 の拠点 と して,臼 然 的 ・合理 的 に確立 されて いた もので あ った と思わ れ る。た
^⑳

だ し,そ の よ うな地点 をlangarと は別 の名前 で呼 んで いた のか否か は明 らかで ない。

ホージ 雪.政権 以前 の道路行 政 について は今 か らの と ころ全 く手懸 りが な いが,官 職 名 の

うちにgara-divanの 存 在が 知 られ てお り,「 安設台鈷 」 な どを任務 と した と伝 え られ

V
て い る。 清 代 の軍 台 に関所 の機能が あ った ことは既述 したが,軍 台 の地 をqaravul(関

¥"y

所)と 呼 んで いた と解 釈で き る史料 あ り,qaravu1が,ホ ー ジ ャ期 の諸ル ー トの要 地 に

置かれて お り,こ れを管理 して いたdivanが 同時 に道路 の管理 を受 け もって いた のか も

しれ ない。

以上,本 章で は,清 期 の回彊地域 内の道 路 ・交通 につ いてみて きた わけで あ るが,こ の

地 域が 四方 に開放 され た交易路 を有す ることか ら,次 に視点 を拡 げて,清 朝 の対外 政策 と

交通事 情 とを章 を改 めて 述べてみ よ う。

二,清 朝の対外政策 と交易路

1

前章 と同 じく,清 朝の諸政策のうちで対外政策を規定 した条件,背 景についてまずみて

おこう。

18世 紀中葉に,清 が新彊の支配者 として この地に登場 した事情は既述 した。この地の支

配の防衛的 ・消極的態度 は,そ の対外政策にも反映 されてい る。すなわち,北 方 カザーフ

草原での国境線の厳守と,遊 牧民 にとって恩恵的な懐柔策としての絹(棉 布)馬 交易の実
ゆ

施で あ った。回彊 に於 いて も,こ の方 針 は堅持 されて い るが,こ こで 注 目 しな ければ な ら

な いの は,清 の回彊進 出 とほぼ時 を同 じくして,回fritffsiの西北方 に跳渠 して いた キル ギス族
げか

の勢力 が,新 興 コーカ ン ド汗 国の圧 力 によ って,弱 化 した事 実で あ る。 この こ とは・回彊

を直接 におびやかす 遊牧 勢 力の 消滅 を意味 し,西 部天lh山 脈 ・パ ミール ・カ ラコルムの諸

山 塊で三方 を囲 まれた回 彊 は,そ れ 自体 が 自然 の国境線 を形成 し,清 ・訓の防衛 の為 の負担
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を大いに軽減 した。その結果,回 彊辺境部における清朝官吏の任務は,平 和的な交易

やはり周辺諸民族を懐柔す る意図を もっ と反清分子の往来の監視にあった。 この目的

を具現す るために清朝が設けたものにf倫 がある。f倫 は満洲語karun(「 辺境警備」「国
⑳

境監視隊」 「前哨し」等の意)に 由来 し,軍 台と同 じく,各 城の弁事大臣 ・領隊大臣の専轄

下に置かれていた。その配置を,回 彊のみに限定 してみれば,例 外的な和聞(注@参 照)

等を除いて,各 オアシスと清朝統治の及んでいない諸地域 とを結ぶ路線上の要地 に配され

ている。この点未倫の存在 自体が国境をな していた北部新彊 とは異 っているようである。

さて辺境での新たな脅威の発生 ・侵入 に注意を払った清朝は,所 轄大臣に3月 ・9月 の

⑳

年2回 のf倫 の巡査 を命 じ,各 軍 台 に侍 衛1員,官 兵9～20名,回 子6～ ユ9名を駐 在 させ

て,主 と して,対 外 交渉路 の監視 にあた らせて いた。監視 の具体的 な内容 は,少 な くとも

清 朝側史料 に拠 る限 りで は,治 安 対策的 な主だ ったよ うにみ え る。す なわ ち,パ ス ポー ト
⑳ ⑳

の ない ウイグル人 の往来 のチ ェ ックや,一 般の通行 を禁 止 した封禁路 の監視 や,近 隣異民

⑳ ⑳

族の動勢調査,等 であ り,対 ロシア経済封鎖時期の大黄 ・茶葉の監視や,官 の独 占物とし
41

て指定 した回彊特産品た る玉の採取 ・移動の監督であった。 しか し,平 常の貿易活動に対

して,清 の国境駐在官兵がいかな る対応を していたかについては,清 朝側史料は多 くを述

べていない。それ故,次 に節を改めて,外 国人旅行者の記録 に依拠 して,上 記の問題 に言

及 してみることにす る。

2

基礎 とな る記録 は2っ あ る。いずれ も,既 に本稿 で取 り上 げた記事で あ るが,イ ン ドか

この地 に来 ったMirIzzetUllahとAhmedShahNakshbandiの ものであ る。まず両

者 の回彊 入域の部分 の記述 を抜 き出 してみ てみ よ う。

MirIzzetUllahは,1812(嘉 慶17)年 の10月 に レーを発 ち,カ ラコル ム峠 を経 由

⑫

し,翌 年2月 に,AkMasjidか ら葉爾完 の領域 に入 って きた 。 この地 か ら北西 に9時 間

行 程 の地 にAurtangす なわ ち税 関(customhouse)が あ った。(な お,こ のAurtang

か ら,更 に北西1時 問行 程の地 がKokiarで あ ると伝 えて い る)。

「ここにはGalai-de(?)な る主 任を頂 く16人 の 中国人 と2～3人 の中国人書 記 ・2～3

人 の中国 出身 の ムス リムが 駐在 して いた。 キ ャラバ ンが 到着す ると,主 任 は隊商 の荷物 の

保 管場 所を指定 し,梱 包 されて い る物 品の上 に,印 の かわ りに一通 の書類を はりつ け る。

それ以外 の物 品 は彼が検査 を して必 要な税額 を徴収す る。それ か ら,そ れ を彼 は他 の商 品

と一 緒 に荷造 りす る。

翌 日,主 任 はキ ャラバ ンに1人 の中国入 の官吏 と2人 の ムス リムを同行 させ てヤ ール カ

ン ドへの 出発 の許可 を出す 。彼 らの任務 は商人達 が梱包 を改変 しないよ うに監視す るこ と

で あ る。道案 内人(guides)達 がヤ ールカ ン ドの税 関まで同道す る。そ して そ こで,カ シ
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ミールの貿易人 か らは商 品 の40分 の1,そ の他 の地方 の者達 か らは30分 の1の 税 を徴収す

る。131量 単位で売 られ る物 品 は現物で,銀(tale)で 売 られ る物 品 は換算 されて貨 幣で 徴

収 され る。 も し梱包 が改変 されて いた りす ると倍額 が徴収 され る。」
　 　

なお,こ のortangに 到達す る前 に,1cos問 隔 にs1人 の中国人,1人 のtungan計

2人 の税 関吏 の駐 在す る3っ のstation(小 葦倫 を示す の か)が 存在 して いた,と も伝 え

て い る。

さて,次 に,1846(道 光26)年 頃,前 者 とほぼ同 じ経 路で 葉爾莞 の領域 に至 ったAhmed
ゆタ

ShahNakshbandiは,Kokiarで 中国人 の税 関吏 と守備 隊 に初 めて接 して い る。彼の 報

告 に従 えば,次 の通 りであ る。

「キ ャラバ ンが この地 に到着 す ると直 ちに,長 い間 に確立 され てい る習慣通 りに,中 国 人

の運び手 達が商 人達 のすべ ての荷物 や雑多 な物 品を税関 まで運 んで きて,そ こで,そ れ ら

を保管す る。

翌 日,書 き込 みの あ る小 さい紙 きれが,印 の代 わ りに包 装 された袋 や 箱の開 けL」の あた

りに貼 られ る。それ か ら旅人(thetraveller)の 名前 毎 に集計 がな され,す べ ての雑多 な

物 品 のカ タ ログが作 られ,そ の後 に品物 が持 ち主達 に返 され る。

更 にそ の翌 日,2人 の馬 に乗 った人が,こ のキ ャラバ ンと共 にヤ ール カ ン ドに出発 させ

られ る。そ して,3日 の うちにその地 に到着 し,そ れ か ら,物 品 は一緒 に送 られた 集計 書

類 をっけて ヤール カ ン ドの税 関 に保管 され る。 そ して,そ こで 古 くか ら確定 して い る税が
aa)

課 せ られ る。」

以上 の 報告か らカ ラコルム峠 を越えて ヤ ールカ ン ドに赴 こ うとす る旅 人 は,ま ずKokiar

付近 で清 朝の税 関を経 なけれ ばな らない ことが判か る。清 朝史料 には,customhouseに

相 当す る機 関を この地 にみ る ことはで きな い。 しか し,Kokiarの 地 名 はKokyerに 問違

いな く,結 局,清 朝諸史 料 に葉 爾禿城 の西南280里1こ あ るとす る庫庫 雅爾 一ド倫 の ことだ と

士佳1則力玉っ くo

更 に,こ のヤ 倫 に配 置されて いたのが,侍 衛1,満 兵7,緑 営兵8の 合計16名 で あ った
⑮

こ と,っ ま り規模 につ いて もUllhaの 伝 え る ところと一 致す ることか ら,前 掲二者 の伝

え るcustomhouseと は,キ ョク=ヤ ル に置かれて いた未倫 に他 な らな い ことが 明 らか

にな る。 とす れ ば,剥 命は対外 貿易 にお ける税 関の 募務 を も執 って いた こ とが判 明す るの

⑳

で あ る 。

3

さて,前 章 と同様に清朝支配以前の制度 についてみてみ よう。一ド倫 自体 は満洲語 に相違
あ

な いが,佐 口氏 が既 に推 察 されて い るよ うに,起 原 を同 じくす ると思 われ るqaraVulと

い う単語 が トル コ語 にはあ る。qaravulの 語 を表示 した と思 われ る喀 魯爾イ白克 を解 して
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⑱「管轄牽倫 」
とす る清 朝史料が あ ることか らす れば,「 監視 人,辺 境守備者 」 の意味を持

つ・ このqaravulな る官が,ポ ジ ャ期 の回彊辺境部 に配置 されていた ので はあ るまいか。

興味 深 いのは,ヤ クーブ篇 ベ ク政権期 に,zakavat-v7・C1な る官職 が設 け られ てい るが,そ の

職掌 と して 「正 式なzakavatと 諸qaraVUIの 通行 証(yOlhat)」 が掲 げ られて い るこ
99

とで あ る・関税zakatと パス ポー トの両方 を管轄 してい る点 は,清 のf倫 と同様 であ る

が ・ この職 はア クス ウに設 け られてお り,Us=Turfan(ウ シュ)か らKurla(カ ラ=シ

ャフルの西)ま で を管轄 と していた とい うか ら,領 域 内の人 ・物 の移動 のチ ェ ックす る仕

事,す なわ ち清 の軍台が ウ イグル人 に対 して持 っていたの と同 じ任務 を持 って いたのか も

しれ な い。 いずれ にせ よ,名 称 にzakatを 冠 して い る官 が,パ ス ポー トを も司って い る

の は清 朝の制度 とは重点 の置 かれかたで異 な って い る。清朝で は,辺 境 の十倫 や領域 内の

軍台 これ も主 な任務 は官 用物資の輸送 であ るが が行 う移 動の チェ ックはあ くまで

治安対策 を主 と してお り,税 の徴収 になか った ことは疑 い ない。あ るいは,ヤ クーブ=ベ

ク期 の この職官 は,旧 来 の制度 の復活で あ り,交 通 の チェ ックが税の徴収 を 目的 と してい

た ことの証 しなの か も しれ ないが,こ れ について は,更 に当該時 期の諸史料 の検討 に譲 ら

ね ばな らな い。

お わ り に

制度的な事象の数 々を述べるのに急で,言 及できなかった問題があまりにも多い。まず,

清朝治下回彊の交通路の維持 ・管理の詳細や物資移動の実態,時 期的 ・地域的な交通路の

変遷 に言及 しなかったのは遺憾である。何よりも,清 の統治政策のウイグル社会 に与えた

影響について考察できなかったのが残念である。このような段階で,清 朝の政策を云々す

るのは無謀なことかもしれないが,敢 えて要言すれば,そ れ は安寧の具体化ということに

なるであろう。強大 な軍事力と周辺諸勢力の力の相対的低下 という幸運 とにめぐまれて,

一部 には径役等の矛盾は存在 しつつも
,清 朝治下の回彊には安定 した交通が実現 した。そ

れを保証 したのが外 に対 しての未倫,内 にあっての軍台だったわけである。

付 註

① 祁 韻士 『新 彊要 略」 巻2

更 に,カ ラeシ ャフル の 西 北 方 ユ ル ドゥス地 方 に い た モ ンゴル札 薩克(封 建 領)の トウル グー

ト ・ホ シ ョッ トらの軍 事 力 を も考 慮 に 入 れ るな らば,天 山 山脈 以 北 に配 置 され た軍 兵 と,回 彊

の そ れ との格 差 は一 段 と著 しい もの に な る。

② 砿吐BaHxaHoB・Co6paxueCo卿 κθκ厩,ToM皿,A澗a-ATa,1962,cTp.359に は,カ シュガ リ

ア(回 彊)の 清 朝兵 力 は少 数 な の で,現 地入 の 叛乱 が お こっ た場 合 に は,城 に た て こ も り,北

方 か らの 援軍 の到 着 を たの み とす る方 針 で あ ると述 べ て い る。1858年 の 報告 で あ るが,ジ ャハ

ンギ ール の乱 や ワ リ=ハ ー ンの乱 等 の 際 の清 朝 の動 勢 は ま さ し くこの通 りで あ った
。

③ ム ズ=ダ バ ンの初 出が 元 代 で あ り(「 元 史 」 巻21.の 木思 答 伯 は確 実 に この 地 で あ る) ,こ の ル
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一 トが 天 山南 麓 の東 西ル ー トに連 絡す る地 が札 木(ジ ャム)で あ る ことを 考え れ ば,あ るい は

13～141{t紀 頃 に開 か れ たの か も しれ ない 。

④ 景 廉 「泳 嶺 紀 程」 に 記す 沙 図 阿満 台 は 「冬 日,則 移 台 於 山Li内 」 平 常 は 「在 山麓 」 と してい る。

⑤H.H・naHTycoB,Taapux-uE.,rreKUe,〃`〃iopusze/as∂b〃zθ2θ 彦Kacuzapuu,KazaH,1905,cTp.50

⑥ ウル ムチ か らグチ ェ ンを 経 て モ ン ゴ リアに達 す るル ー トも1:視 せ ねば な らぬが,直 接 に は 回彊

と結 ば れ て お らず,ま た そ の比 重 が増 大 す るの は19世 紀 末 以降 の こ とで あ るか ら今は 言及 しな

い。

ま た,チ ベ ッ ト,青 海 あ るいは 敦煙 等 と回 彊を 直 接結 ぶ ル ー トも,『 乾 隆 十三 排 図』 等 に は

見 えて い るが,利 用 の 例が か な り後 期 まで な い。 少 な くと も幹線 の 名に は値 しな いの で これ も

省 略 す る。

⑦ 倭 仁 「倭 文 端 公 遺r醤:」巻11の 「渉il桁 紀』 は 筆 者が 葉 爾 荒参 賛 大 臣 に任 命 され,赴 任 す る際 の

詳細 な旅 行 記 で あ り,こ のル ～ トを 知 るの に有益 で あ る。彼 は トゥル フ ァ ンを を威 豊 元 年5月

15日 に 発 ち,ヤ ール カ ン ドに 同711317に 到 着 して い る。 逆 に 西 か ら東 へ と記 した ウ イグル 人

の手 に な る行程 紀が2点 知 られ て い る。 一 つ は,喀 什[噛爾 の阿 奇木 イ1`15'L伊斯 堪 達 爾(1788～

1811年 の 間 在任)の 入 観 に 同道 して2度 北 京 に赴 い たMullahNazrの も の で,Travels

beyondtheHimalaya,byMirIzzetUllah,RepublishedfromtheCalcuttaOriental

QuaterlyMagazine,1825,(JRAS,No.XIV,London,1848)pp307--20に 所 収 の もので あ

り,今 一 つ はRB.Shaw,OnthePosisionofPein,Charchand,LobNur,andother

PlacesinCentralAsia.(JRGS,1872)pp・249～53に 「ム ス リム叛 乱(つ ま り1864年)以 前

にYusufHajjiに よ って 蒔か れ た行程 記 」 と して 紹 介 され て い る もので あ る。 ウ イグ ル人 の

手 に な る2種 と倭 仁 の もの の 計3種 とも一 部 の不 一致 は見 られ る一 里 数 等 で一 一が地 名の大

きな異 同 は な い。 このル ー トの安 定 性を 示 す もの と 誌え よ う。

⑧ 水路 の変 動 に よ る若 「の 「行路 」 の 変更,軍 台 の移 設 の例 は,那 彦 成 「那 文 毅 公 奏議 」 巻75.

道 光8年9月15E-:!の 奏 にみ え て い る。

⑨ 以 下 の各 軍 台 に配 置 され た人 員 ・畜 駄 等 の 数 は,和 寧 「回 蜀匿通 志 」 の 各城 に 付記 す る数 値 に拠

る。1800年 頃 の 制度 を 記述 して い るが,そ れぞ れ に 「等 しか らず 」 とあ るか ら,あ くまで概 容

にす ぎな い。 　
⑩ 先 掲 の パ ン トウ ソ フ のedit版Tarih-iEmniyya,cTp.50に は,ortanglardakinoyanbasliq

hamaHitaylarnioltiirup(諸 軍 台 に い たn6yanを 長 とす る 全 て の 中 国 人 達 を 殺 して)と
　

あ り,軍 台(ortang)の 長 が,n6yanで あ っ た と伝 え て い る。 「委 筆 帖 式 」 の 如 き下 級 官 吏

と こ のn6yanが 一 致 す る の か 否 か は 後 考 に 譲 り た い 。

⑪ 塩 菜 銀 両 を 支 給 さ れ る定 額 の 「当 差ir1[予 」 「差 役 回 子 」 と は 別 に,鳥 什 城 で は,本 城 回 子の う

ちよ り 派 擁 さ れ る 「鴛 差 回 了一」30戸 が あ っ た こ とが 伝 え られ て い る(「 享 化 誌 略 』 軍 台 の 条)。

補 助 労 力 と して 使 役 さ れ た も の で あ ろ う。

⑫ 拙 稿 「清 朝 の 回 彊 統7iに つ い て の 二,三 の 問 題 …一 ヤ ー ル カ ン ドの 一 史 料 の 検 討 を 通 じて 一 」

(「 史 学 雑 誌 」88-3)p.20

⑬ 軍 台 に 配 置 さ れ た ウ イグ ル 人 に つ い て は,そ の 制 度,実 体 に つ い て 佐1」 透 氏 の 研 究 が あ る。 佐

n氏 「18-19世 紀 東 トル キ ス タ ン社 会 史 研 究 』(東 京,1963)pp.449～454,

⑭ 佐 口 氏,前 掲 一}r_i,pp.452～454

isRoutefromkashmir,viaLadakh,toYarkand,byAhmedShahNakshbandi,Transl-

atedfromthePersianMS.byMr.J.Dowson.(JRAS,vol.xii.PartI,London,1849.)

p.384.

isA.Burnes,TravelsintoBokhara;beingtheaccountofajourneyofavoyageonthe

Indus,fromtheseatoLahorwithpresentsfromtheKingofGreatBritain:performed

一105



清代回彊の交通事情

undertheordersofthesupremegovernmentofIndia,intheyears1831,1832and

1833,London,1834,vol.II,p.233

⑰ 「孚 化 誌 略 』 に は,回 夷 処 が 阿 奇 木 伯 克 か ら の 請 に よ っ て 「路 照 」 を 発 給 す る と 記 さ れ て い る。

威 豊 初 年 の ウ シ ュ の 例 で あ る 。

isR.B.Shaw,AsketchoftheTurkilanguageasspokeninEasternTurkistan(Kshgar

andYarkand),(ノASB,1877,No.3,)PP.84-85.

鷲 見 秀 芳 「中 央 ア ジ ア ・ トル コ 語 一 カ シ ュ ガ ー ル 方 言 の 研 究 』(東 京,1944)p.87

G.Jarring,MaterialstotheknowowledgeofEasternTurki,vo1.4.Lund.1951p.190.

⑲ 再 掲 す れ ば,TravelsbeyondtheHimalaya,byMirIzzetUllah,Republishedfromthe

CalcuttaOrientalQuarterlyMagazine,1825.(JRASNo.xiv.London,1848)で,彼 は

1813年 に,イ ン ドか ら こ の 地 に 入 って い る 。'以 降 は こ の 紀 行 文 をMirIzzetUllahと 略 称 す る。

今,問 題 と し て い る 記 事 は,そ のp.306に あ る。

⑳ こ の パ ス ポ ー トの 検 査 は す な わ ち,交 通 の 監 視 で あ る 。 監 視 に 由 来 す るqaravulと い う ウ ィ
　

グ ル 語 が,ortangと と もに軍 台 を示 す こ と は後 述 す る。

⑳ 松 田氏 の 同 じ趣 旨 の指 摘 は多 いが,最 も古 い 時期 に属 す る 「漠 北 と南 海 中 央 ア ジア史 に お

け る沙 漠 と海 洋 』(東 京,1942)と,最 近 の 『砂 漠 の 文化 中央 ア ジア と東 西 交 渉 」(東

京,1966)掲 げ て お く。

⑳ 椿 園 七 十 一 「西域 聞見 録 」 巻4。 ただ し,異 本 この・書 は異 本 が 多 く,題 名 の異 な るも ので

も20種 に の ぼ る に は,「 大 頭 目」 が 「大 伯克 」 に な って い る もの も あ る。 い ず れ にせ よ,

官 人 伯 克 以 前 に 関 す る記 事 で あ る か ら,意 味 す る こ とは変 らない 。

㊧ 後 代 も,回 薦 の道 路 上 に郷 約(伯 克 の 後 身)が 茶 尖 を 設 け る習 慣 の あ った こ とが知 られ て い る

(謝 彬 「新 彊 遊 記」 上 海,1920)。 この伝 統 の残 りで あ ろ う。

●N.Elias&.E.D.Ross,AHistoryoftheMoghulsofCentralAsia,beingtheTarikh-i

RashidiofMirzaMuhammadHaidar,Dughlat,London,1895.p.296

⑳ 謝 彬 は 巴什 欄 杵(科 科 熱 瓦)以 東 で 喀 劇布 札 什(KarawulJash)に 相 当 す る地 を通 って ない

が,先 掲SteinのSerindia付 図 に は,KokRabatの 東 南 数kmにKarauljeshが み え る。
　

bashilangarの 名 は,Karauljeshortangか ら出発 して 「最 初 の」 とい う意 味 な の か も しれ

な い 。
　

⑳MirIzzetUllah.p.306bこ は,Yarkandか ら最 初 のaurtangの あ るKarawulJashま で の　
聞 に い くつ か のstathionを 通 過 した と述 べ て い る。 も う一 点,彼 が 伝 え る(p.302)各langar

に 官馬 が い た との情 報 は,清 朝史 料 か らは確 認 で き な いが,早 馬 の こ とを 考 え れ ば,中 継 地 に

官 馬 が 置 か れて い た可 能 性 は 高 い 。 よ り詳 細 な実 情 を 伝 え る唯一 の史 料 な のか も しれ な い 。

⑳ 回 彊 の 道路 上 の地 名 を全 般 的 に検 索 す るの に は,以 下 の も の に拠 った 。

蓑 大 化 ・王 樹 栴 「新Fft_図志」 巻80～82道 路,「 新 艦 全 省 輿 地 図 」1909(大 阪府 立 図 書 館 所 蔵 本)

A.Stein,Serindia,付 図

謝彬,前 掲 書

な お,1870年 代 の回 彊 の 道 路 に つ い て は い わ ゆ るForsythMissionの 報 告,T,D.Forsyth,

ReportofamissiontoYarkandin1873undercommandofSirT.D.Forsyth,Calc-

utta,1875,特 に そ のGeographicalApPendix,sec.G.Routes(pp.419-73)が,実 地 調 査

16,伝 聞 調査19の 計35の ル ー トを詳 細 に記 録 して あ り,有 用 で あ る。

⑱ 清 の 「統 治上 」 の観 点 か ら除 外 され て い た もの で興 味 深 い のは,カ ー シ ュガ ル,ヤ ー ル カ ン ド,

ヤ ンギ=ヒ ッサ ル の3つ の オ ア シス に囲 まれ た砂 漠 中 に あ るOrdenPadishahに 至 る諸 ル ー

トで あ る。 回彊 の第 一 波 イ ス ラム 化過 程 上 の伝 説 的 英 雄 サ トゥクeボ グ ラ=ハ ー ンを 崇 る この

聖地 を経 る三 つ の ル ー トはお そ ら くUbaysiyyaの 巡 礼 の 道 で あ り,17世 紀 の一 年 代 記 が 伝 え
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るBograの 道 で あ り,19-20世 紀 の カ ー シュ ガ ル に ヤ ー ル カ ン ドか ら穀 物 を輸 送 したOey

BaghLangarの 道 で あ る と思 わ れ る。 戦 略 的 ・経 済 的 ・宗X1'1な 意 味 で,回 彊 社 会 史 の上 で
　

は重 視 さ るべ き この ル ー トも,い くつ か の1angar地 名を 除 け ば,清 朝期 の史 料 に は登 場 しな い 。

そ の他,後 に 「公 道 」 に昇 格 す る カ ー シ ュガ ル ～ マ ラル バ シ ュ ・ア ク ス ゥ～ ホ タ ン ・ホ タ
　

ン～ チ ェル チ ェ ン～ カ ラ=シ ャフル の諸 ル ー トに もlangar地 名が 多 くみ られ る。

⑳ 一 つ の手 懸 りは,謝 彬 前 掲 書p.233.に 葉 爾 莞 ～ 和 聞 間 の緯 洛克 台 に つ い て,ウ イグル 人 が 欄

粁 の 官 地 を 耕 作 して 生 活 して い る と述 べ,ま た,同 書p.375に 駅 軸 の 官地 を 承 種 して い る ウ ィ　
グ ル人 か ら徴 収 す る税 を 「欄 粁税 」 と述 べ て い る点 で あ る。 旧軍 台 に付 属 す る耕 地 がlangar

と結 び つ け られ て い るの は,よ り以 前 の 制 度 が そ の ま ま残 って い たか らで は あ る まい か。

⑳ 佐 口氏,後 掲 書p.117.

siM.Hamada,L'HistoiredeHotandeMuhammadA`lam(1),Texteturqueoriental

edite,avecuneintroduction,Zinbun,No.15,Kyoto,1979.P.17.にFialma(清 朝期 の披

雅 勤 満 台 の地)を 指 して,qaravu1と 呼 ん で い る。

⑫ 佐 口氏,前 掲 書,第V章 。 同氏 「タル バ ガ タ イ辺境 の カ ザ ー フ遊 牧 民 」(「 北 ア ジ ア民 族学 論

集」3,1966)o

⑳ 佐 口氏 前掲 書p.361ff.

⑭ 佐 口氏,前 掲 論 文,pp.14～15.

⑯ 「回 彊 通 志 』 巻7「 年 例 摺 奏 」 「容行 案件 」 の 各 条 。

⑳ 駐 在 官兵 の数 も 『回 彊通 志」 の 記 事 の 各 城 の 部 分 に あ る満 洲 兵 と緑 営 兵 とを 合 計 した も の。 一

般 的 に,よ り重要 な 地点 に は 満 洲 兵 が 多 く,補 助 的な 煮 倫 に は 緑 営 兵 を 多 く配 置 して い る。

⑳ 「回 轟則 例」 巻8の 「稽 査 回 子 出圭 」。 ま た松 笏 「西 唾 総 統 事略』 巻3,に は 回 騒 各 地 のf倫

の 任 務 の一 つ に 「稽 察 逃 人 」 とみ え る。

『那 文 毅 公 奏 議 」 巻75,道 光8年3月25日 の 奏 。 ま た 『孚 化 誌 略 』軍 台 の 条 。

⑳ 例 え ば 「孚 化 誌 略 」 崇 倫 の条 に記 す,付 近 の 布 魯特(キ ル ギ ス)族 の 調 査 。

⑳ 「清 実 録 」 道 光7年12月 丙 申 の条,他

@「 清 実 録 」 乾 隆43年11,月 己丑 の条 に は,葉 爾 莞 所 管 の 奇 盤 ・訂克 蘇 の2一 碍命は 密 爾 岱 山で 取 れ る

玉 石 の 監 督 を も任 務 と して い た と記 す 。 また 和 聞 領 内 の12f倫 に つ い て は 「西 唾 総 統 事 略』巻3。

⑫MirIzzetUllah.pp'301～302.

⑬J.Dowsonの 英 訳cf.注 ⑮p.382.

⑭ 以 下 の税 の記 述 は,前 掲 のUllahの 報 告 以 上 の もの はな く,英 訳 者 の誤 りと お ぼ し き40

分 の1を40%と す るが 如 き 点 も あ る ので 省 略 す る。

⑮ 「回 瑠 通 志 」 巻8

⑯ た だ し,こ の税 関 の 事務 の う ちで 課 税 の意 義 を過 大 評 価 す べ きで は な い 。 『回 彊 通 志 」 巻8の

葉 爾 莞 の条 「貢 賦 」 に は 「貿 易 商 回交 納 正 賦 銭 」 と して75,000文 を 掲 げ て い るが,こ れ は 同 地

域 の 銭 納税 額 の3°oに 過 ぎな い 。 や は り,清 朝治 下 にお い て は,監 視 機 能 を 第一 に考 え るべ き

で あ ろ う。

⑰ 佐 口 氏,前 掲 論 文,p.15

⑱ 『回 蝦 則 例 』 巻2

⑲naHTycoB,YKas.COQ.,cTp.279-80。 この 部 分 は,H)耶Hの 用 い たJIOHHAC355と は極 く一 部

で 異 って い るよ うで あ るが(Ma〃2θ μ σ2blnouc〃topuuKa3axcxuxxaxcmaxv-xiiisexoa,

A刀Ma・ATa,ユ969,cTp.478。)今 は,パ ン トウ ソ フの 校 訂 に 従 って 「(MirzaB盃baBegは)

Canab`Aliの 命 に よ って,ア ク ス ゥのzakavatciの 職 に任 命 され た。 ウ シ ュ=ト ゥル フ ァ

ンか ら クル ラ に至 る まで の 地 域 のzakavat-ivsar`iや 諸qaravulのyolhatは このzakavatci
口 ●

の管轄下にあった」と読んでお く。
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